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平成 29 年 4 月 （令和 8 年 3 月改定）

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

（２）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

鳥取県八頭郡智頭町

簡易水道事業

計 画 期 間 ：

20

　料金体系は各集落単位で異なり、主に基本料金＋超過料制と固定料金制に分かれるが、その中には基本水
量を設定しているものや、口径別料金を設定しているものもあり、簡易水道設立時に由来する体系となっていま
す。
　また、毎月の水道料金の徴収についても、基本的に各集落の簡易水道が行っており、水質検査委託料等につ
いては、一時的に町が立て替えて支払いし、後に給水使用料として年２回徴収しています。

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策として
は、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 54.36

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 894

～

管 路 延 長

0.47

供 用 開 始 年 月 日 昭和32年4月14日

水 源

智頭町簡易水道事業経営戦略

事業の現況

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

18

計 画 給 水 人 口 5,082

現 在 給 水 人 口 1,743法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

財務適用
（令和5年4月1日）

㎥／日

　現在の組織体制は課長１名（税務住民課長兼務）、課長補佐１名、副主幹2名で簡易水道事業全般を行っています。
業務分担は簡易水道事業の総括、技術に関することは課長補佐、日常の経理、事務等を副主幹が行っています。

これまでの主な経営健全化の取組

　簡易水道事業の通常の維持管理業務については、各集落の簡易水道世話人（利用者による選任）に委託しているため、
町として経営健全化の特別な取組はしていません。

平成9年4月1日

43.68 千ｍ

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水道課 課長(※) 参事 課長補佐 主幹 副主幹 主任 主事 現業職員 合計

職員数 1 0 1 0 2 0 0 0 4

※税務住民課長と兼任



（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

水需要の予測

　国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）の試算によると、本町の人口は令和8年から令和17年度の10年間で、20％程度減少する
ことが見込まれているため、この試算による比率で給水人口も減少すると仮定すると、令和6年度では1,743人でしたが、令和17年度には1,336
人
まで減少し、令和37年度には742人にまで減少すると予想されます。
　本町では、平成27年8月策定（令和6年12月改訂）の「智頭町総合戦略」において、令和22年（2040年)の目標人口を5,000人と定めて、合計特
殊出生率の工場や社会移動の差をゼロ、Uターン施策や移住施策を積極的に実施して、町民個々が活気に満ちた誇りあるまちづくりを継続す
ることが可能となる「幸せな減少」を目指しています。本経営戦略では、社人研の試算を基礎としていますが、智頭町人口ビジョンの試算を基礎
とした場合は、給水人口が予測値より増加する可能性があります。

給水人口の予測

　令和7年度に策定・公表した「令和6年度決算経営比較分析表」を添付しています。
この経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他の類似団体と比較、複数の指標を組み合わせた
分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能です。

　給水人口の減少や、近年の節水意識の向上、節水機能を持つ機器類の普及等により、水需要の減少は予測されますし、給水人口の減少率
を基準に、有収水量を予測すると、令和6年度では133千㎥でしたが、令和17年度には102千㎥まで減少し、令和37年度には56千㎥まで減少す
ると予想されます。
　給水人口減に伴う水需要に対応するため、漏水調査修理等により今後の有収率を向上させることが重要であると考えています。

経営指標 R6 全国平均 類似団体 説明 計算式 経営指標の解説

経常収支比率 81.63% 102.02% 102.26% 全国平均及び類似団体と比較して低
い水準にある。

（営業収益＋営業外収益）
÷（営業費用＋営業外費用）×100

給水収益や一般会計からの繰入金等の収益
で、維持管理費や支払利息等の費用をどの
程度賄われているかを示す。

料金回収率 38.89% 56.19% 39.15% 全国平均及び類似団体と比較して低
い水準にある。

供給単価÷給水原価×100 料金回収率が100％を下回っている場合、給
水にかかる費用が水道料金による収入以外
に他の収入で賄われていることを示す。

営業収支比率 21.25% 45.80% 36.50% 全国平均及び類似団体と比較して低
い水準にある。

（営業収益－受託工事収益）
÷（営業費用‐受託工事費用）×100

収益性を測るための指標。営業費用が営業
収益によってどの程度賄われているかを示
す。

自己資本構成比率 95.64% 62.50% 68.90% 全国平均及び類似団体と比較して高
い水準にある。

（資本金＋剰余金＋評価差額等＋
繰延収益）÷負債資本合計×100

総資本（負債及び資本）に占める資本金等の
割合を示す。

流動比率 84.12% 142.39% 101.60% 全国平均及び類似団体と比較して低
い水準にある。

流動資産÷流動負債×100 短期債務に対する支払能力を表す。

●営業収支比率、自己資本構成比率の全国平均、類似団体の値は「令和5年度　簡易水道事業決算の概況（総務省）」から引用



（３）

（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

料金収入の見通し

　現状は、給水使用料として水質検査委託料等を徴収しているのみであり、利用者からの直接の水道料金徴収を行っていない
ため、収入の見通しは予測できません。
　しかし、利用者が管理する現状が今後も継続するとは考えにくく、いずれは維持管理を含め町に移管するものと予測できますので、徐々に見
通しができるようになると考えています。

目 標
　現状は、維持管理運営を各集落が行っているため、計画的な投資は難しいと推測されますが、
施設の経年劣化も進んでいることから、事業統合等も視野に入れながら計画的な投資を検討していきます。

目 標
　受益者負担の原則に基づき、水質検査委託等に係る費用は引き続き利用者に負担を求めていきます。
また、水質管理におけるICTの導入や老朽化した施設や装置の取替が発生した場合においても利用者と
協議のうえ、適切な負担を求めることとします。

②　収支計画のうち財源についての説明

　本町が主体で行う具体的な施設、設備投資は予定していません。
　しかし、利用者の安全や安心の確保を第一に必要な投資を検討していきます。想定される投資案は、以下の通りです。

　・水質管理のためのクラウド管理システムの導入
　・現在施設等を所有する利用者に代わって老朽化した施設や装置の取替を行う
　・上水道事業との統合

　財源については受益者負担の原則に基づき、原則として利用者が負担することしますが、施設の老朽化に加え利用者数の減少と言う課題も
あることから、利用者との協議のうえ適切な負担を求めることとします。

　（財源の考え方）
　【収益的収入】
　・料金収入…………………水質検査委託料・手数料の60％を設定
　・他会計補助金（基準内）…支払利息の一部を設定
　・他会計補助金（基準外）…水質検査委託料・手数料の40％及び資金不足額の補填

　【資本的収入】
　・企業債……………………委託料（会計支援）に充てる金額を設定
　・他会計補助金（基準内）…償還元金の一部を設定
　・他会計補助金（基準外）…償還元金に対して収支が不足する金額を設定

　水道課で簡易水道事業を運営しており、簡易水道事業に従事している職員は4名体制です。水道事業との兼任となるため、
広域での対応が求められます。
しかし、財政上人員の補強は難しく、人件費を減少させる手立ても見込めませんが、サービスの低下を招かないように、技術の適正な継承を行
い、将来を見据えて人材の育成、効率化にも取り組んでおり、水道技術管理者の有資格者も2名体制にできました。
　今後も令和6年度と同様の体制で運営を行う予定です。

組織の見通し

　基本的には維持管理運営は各集落が行うため、簡易水道事業の収支については、水質検査委託料等を給水使用料として
各集落から徴収しているのみです。今後も、適切な負担区分に基づいた給水使用料の徴収を行います。

　支出面では、水質検査業務を他の水道事業と一括で発注することによるコスト削減や、上水道事業で導入しているクラウド管理システムを
簡易水道にも導入することを検討していますが、簡易水道は施設数が多い（15施設）ことに加えて、導入に係る費用を各集落が負担する
ことになるため、導入には利用者の了承が必要となります。
　しかし、安心・安全な水の確保のため、残塩濃度・色度・濁度・水圧・水温等を遠隔監視できるクラウド管理システムの導入は必要と
思いますので、利用者の理解を得ながら、計画的に導入していきたいと考えています。

　計画期間内においては、令和17年度の料金回収率（維持管理費）が55％以上の水準を維持できるよう、給水使用料の適切な負担設定や
コスト削減に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

年度 R6 R8(計画) R17(計画) R27(計画) R37(計画)

職員数 4 4 4 4 4



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

繰 入 金

　今後、必要に応じてこれらの可能性について検討していきます。

　必要な設備の修理・更新等は行いますが、集中的な投資にならにように検討していきます。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

　毎年度、決算額と計画額との比較検証を行い、また、5年毎に計画の見直しを行い、必要に応じて外
部有識者、技術者の協力を仰ぎ、計画の更新を行います。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　給水人口の減少による簡易水道の統合、もしくは上水道への編入を検討していきます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　簡易水道の統合、上水道への編入による施設の合理化を検討していきます。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組
　委託料は法的に必要な水質検査委託料であるため、削減はできませんが、
会計システムの共同導入により、今後の運営費用削減を検討しています。

　現在、施設・設備等に係る企業債の計上はありません。

　現在、水質検査委託料等の40％を一般会計から繰り入れています。本来、利用者が負担すべき費
用ではありますが、各簡易水道の給水対象者が少数であるため、水質検査料金の負担が大きく、負
担軽減のための繰入であり、削減は難しいと考えています。

　鳥取県で広域化に関する協議会を通じて検討していきます。
　広域化には他団体との連携が必要であることから、協議会を通じて情報交換を随時実施し、
動向を注視します。

広 域 化

　現状では、基本的に水質検査委託料等の立替分を徴収しているのみであり、
料金収入は給水人口には比例していないため検討していません。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　必要最低限の資産であり、収入増加に結び付くようなものはありません。

そ の 他 の 取 組 　特にありません。

企 業 債

　【収益的支出】
　・水質検査に係る委託料等……予算値を基準に物価上昇率等を考慮して設定
　・委託料（会計支援等）…………令和9年度まで設定
　・その他…………………………決算値、平均値等を基準に物価上昇率を考慮して設定

※物価上昇率は、「中長期の経済財政に関する試算（内閣府）」を参考に設定



経営比較分析表（令和6年度決算）
鳥取県　智頭町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
法適用 水道事業 簡易水道事業 C4 非設置 6,129 224.70 27.28 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

令和5年度から法適用に移行したことで、それまで
の分析内容と大きく変わり、類似団体と比較し全
体的に平均より低い傾向となった。
　今後も老朽化の更新等を視野に入れ適切な施設
の維持管理に努めていきたい。

622.50 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 95.64 28.81 1,660 1,743

全体総括

2.80

　経常収支比率及び料金回収率は、供給人口が少
ないことによる受益者負担を軽減するために水質
検査料等の補助として繰入を行っているため、
100％を超えることは難しい。
　累積欠損金比率においては、毎年の減価償却費
の負担が大きく、繰越利益剰余金等で賄うことご
できないため、今後も厳しい状況が続く見込みで
ある。
　流動比率においては、今後も企業債の借入を
行って事業運営を行っていく予定であるため、低
下することが予想される。
　給水原価については、類似団体平均値より低い
額となっている。
　有収率については類似団体平均値よりも高い
が、施設の老朽化もあり改善すべき事項であると
考えている。
　今後も、健全性・効率性を維持していきたい。

2. 老朽化の状況について

　有形固定資産減価償却率及び管路経年化率につ
いては、類似団体と比べ老朽化が進んでいる状態
である。
　老朽化は避けられない課題であり、財政を考慮
しながら更新を計画していきたい。

2. 老朽化の状況
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当該値 - - - 71.61 72.98

平均値 - - - 24.27 28.04

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 38.64 38.64

平均値 - - - 12.77 11.15

①経常収支比率(％)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 82.44 159.46

平均値 - - - 101.46 82.37

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 87.33 84.12

平均値 - - - 112.37 101.60

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 255.28 220.63

平均値 - - - 1,364.20 1,398.03

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 35.22 38.89

平均値 - - - 38.58 39.15

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 84.39 93.14

平均値 - - - 448.81 392.81

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 57.20 54.38

平均値 - - - 52.39 29.19

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 74.84 74.69

平均値 - - - 63.38 66.04

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【102.02】 【26.96】 【142.39】 【1,043.36】

【70.34】【48.33】【285.60】【56.19】

【35.50】 【16.16】 【0.28】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 4,800 5,182 5,293 5,346 5,400 5,454 5,508 5,563 5,619 5,675 5,732 5,789
(1) 4,800 5,182 5,293 5,346 5,400 5,454 5,508 5,563 5,619 5,675 5,732 5,789
(2) (B)
(3)
２． 13,961 14,620 15,709 15,649 14,581 14,613 14,643 14,671 14,679 14,710 14,746 14,784
(1) 3,322 4,059 5,241 5,284 4,240 4,272 4,302 4,333 4,366 4,399 4,435 4,473

3,322 4,059 5,241 5,284 4,240 4,272 4,302 4,333 4,366 4,399 4,435 4,473

(2) 10,638 10,560 10,468 10,365 10,341 10,341 10,341 10,338 10,313 10,311 10,311 10,311
(3) 1 1

(C) 18,761 19,802 21,002 20,995 19,981 20,067 20,151 20,234 20,298 20,385 20,478 20,573
１． 22,593 22,884 23,290 22,824 21,683 21,739 21,767 21,841 21,910 21,979 22,068 22,089
(1)

(2) 8,735 9,420 10,170 10,270 9,285 9,376 9,467 9,560 9,654 9,749 9,844 9,941

80

8,735 9,340 10,170 10,270 9,285 9,376 9,467 9,560 9,654 9,749 9,844 9,941
(3) 13,858 13,464 13,120 12,554 12,398 12,363 12,300 12,281 12,256 12,230 12,224 12,148
２． 390 832 411 405 396 386 374 363 353 345 339 337
(1) 55 74 76 70 61 51 39 28 18 10 4 2
(2) 335 758 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

(D) 22,983 23,716 23,701 23,229 22,079 22,125 22,141 22,204 22,263 22,324 22,407 22,426
(E) △ 4,222 △ 3,914 △ 2,699 △ 2,234 △ 2,098 △ 2,058 △ 1,990 △ 1,970 △ 1,965 △ 1,939 △ 1,929 △ 1,853
(F)
(G)
(H)

△ 4,222 △ 3,914 △ 2,699 △ 2,234 △ 2,098 △ 2,058 △ 1,990 △ 1,970 △ 1,965 △ 1,939 △ 1,929 △ 1,853
(I) △ 7,654 △ 11,568 △ 14,267 △ 16,501 △ 18,599 △ 20,657 △ 22,647 △ 24,617 △ 26,582 △ 28,521 △ 30,450 △ 32,303
(J) 2,374 2,887 2,841 2,797 2,757 2,722 2,690 2,664 2,643 2,625 2,609 2,595

(K) 2,822 2,822 3,136 3,136 3,286 3,289 3,111 2,743 2,156 1,844 1,846 1,682
1,140 1,140 1,454 1,454 1,604 1,607 1,429 1,061 474 162 164

1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 4,800 5,182 5,293 5,346 5,400 5,454 5,508 5,563 5,619 5,675 5,732 5,789

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

558.0%159.5% 223.2% 269.5% 308.7% 344.4% 378.7% 411.2% 442.5% 473.1% 502.6% 531.2%

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 1,100 1,100

２．

３． 1,250 1,140 1,140 1,454 1,454 1,604 1,607 1,429 1,061 474 162 164

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 2,350 2,240 1,140 1,454 1,454 1,604 1,607 1,429 1,061 474 162 164

(B)

(C) 2,350 2,240 1,140 1,454 1,454 1,604 1,607 1,429 1,061 474 162 164

１．

２． 1,140 1,140 1,140 1,454 1,454 1,604 1,607 1,429 1,061 474 162 164

３．

４．

５．

(D) 1,140 1,140 1,140 1,454 1,454 1,604 1,607 1,429 1,061 474 162 164

(E)

１．

２．

３．

４．

(F)

(G)

(H) 10,590 10,550 9,410 7,956 6,501 4,897 3,290 1,861 800 326 164

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

3,322 4,059 5,241 5,284 4,240 4,272 4,302 4,333 4,366 4,399 4,435 4,473

30 40 42 39 33 28 21 15 10 5 2 1

3,292 4,019 5,199 5,245 4,207 4,244 4,281 4,318 4,356 4,394 4,433 4,472

1,250 1,140 1,140 1,454 1,454 1,604 1,607 1,429 1,061 474 162 164

618 618 618 791 791 873 875 786 584 261 89 90

632 522 522 663 663 731 732 643 477 213 73 74

4,572 5,199 6,381 6,738 5,694 5,876 5,909 5,762 5,427 4,873 4,597 4,637

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度


